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１　商品形態模倣行為
不正競争防止法（不競法）２条１項３号（商品形

態模倣行為に関する不正競争）は、不正競争の一つ
として、以下の行為を規定している。
「他人の商品の形態（当該商品の機能を確保するた

めに不可欠な形態を除く。）を模倣した商品を譲渡し、
貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出
し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」

不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵
害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害
する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害
の停止又は予防を請求することができ（不競法３条１
項）、この差止請求をするに際し、侵害の行為を組成し
た物（侵害の行為により生じた物を含む。）の廃棄、侵
害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は
予防に必要な行為を請求することができる（３条２項）。
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